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適格合併等に係る合併法人等の調整後の
控除未済外国税額及び控除未済税額控除
不足額相当額の計算に関する明細書

被合併法人等の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額のうち当該法人のものとみなされる金額の計算

被合併法人等の控除未済

外国税額及び控除未済税

額控除不足額相当額

②のうち当該法人が移転

を受ける事業に係る部分

の金額

当該法人の控除未済外国
税額及び控除未済税額控
除不足額相当額とみなさ
れる金額

当該法人の調整後の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額の計算

当該法人の控除未済外国税額及び

控除未済税額控除不足額相当額

（前期の第２０号の４様式の⑱）

当該法人の控除未済外国税額及び

控除未済税額控除不足額相当額と

みなされる金額

当該法人の調整後の控除未済外国

税額及び控除未済税額控除不足額

相当額


